
 
 

 

 

令和２事務年度 所得税及び消費税調査等の状況 

 

令 和３年 11 月 

名 古 屋 国 税 局 
 

 

Ⅰ 調査等の状況 

 １ 所得税の調査等の状況 

 ２ 消費税（個人事業者）の調査等の状況 

 

Ⅱ トピックス（主な取組） 

 １ 富裕層に対する調査状況 

 ２ 海外投資等を行っている個人に対する調査状況 

 ３ シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に係る取引を行っている個人に対する

調査状況 

 ４ 無申告者に対する調査状況 

 

Ⅲ 参考計表 

 〇 事業所得を有する個人の１件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位１０業種 
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１ 所得税の調査等の状況 
 

 

 

 

   調査件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が２千２百件（前事務年度６千２百件）、
着眼調査が１千３百件（同２千７百件）であり、合計３千５百件（同８千９百件）、
このほか、簡易な接触の件数は７万７千件（同６万８千件）となっています 

 これらの調査等の合計件数は８万１千件（同７万７千件）であり、そのうち申告漏
れ等の非違があった件数は３万８千件（同３万９千件）となっています。 

 
   申告漏れ所得（調査等の対象となった全ての年分の合計）金額の状況 

 実地調査による申告漏れ所得金額は、３６６億円（同７４２億円）であり、そのう
ち特別調査・一般調査によるものは３３７億円（同６８２億円）、着眼調査による
ものは２９億円（同６０億円）となっています。 

 また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は３６２億円（同３７０億円）となっ
ており、調査等合計では７２８億円（同１，１１２億円）となっています。 

 
   追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、５６億円（同１１５億円）であり、そのうち特別調査・
一般調査によるものは５３億円（同１１０億円）、着眼調査によるものは３億円（同
４億円）となっています。 

なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると、１６１万円（同１２９万円）
となっており、前事務年度に比べ増加しています。 
 また、簡易な接触による追徴税額は２１億円（同１９億円）となっており、調査等

合計では７７億円（同１３４億円）となっています。  
（参考） 

１ 実地調査（特別調査・一般調査）とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に深度
ある調査を行うもので、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人等を対象に、相当の日数（１
件当たり１０日以上を目安）を確保して実施しているものです。 

２ 実地調査（着眼調査）とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる個人
を対象に実地に臨場して短期間で行う調査です。 

３ 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼
による面接を行い、申告内容を是正するものです。 

Ⅰ 調査等の状況 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響により実地調査の件数は大幅に減少したが、高額・悪質な不正計算
が見込まれる事案を優先して調査し、１件当たりの追徴税額は増加 

〇 文書等による接触方法を積極的に組み合わせることにより、簡易な接触による追徴税額は増加 
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〇 所得税の調査等の状況 

 

  

対前年比 対前年比 対前年比 対前年比 対前年比

6,150 2,745 8,895 67,907 76,802

2,192 35.6% 1,304 47.5% 3,496 39.3% 77,321 113.9% 80,817 105.2%

5,627 2,116 7,743 31,645 39,388

2,071 36.8% 971 45.9% 3,042 39.3% 34,556 109.2% 37,598 95.5%

68,201 5,992 74,194 37,035 111,228

33,718 49.4% 2,893 48.3% 36,611 49.3% 36,200 97.7% 72,811 65.5%

9,098 387 9,485 1,885 11,370

4,427 48.7% 267 69.0% 4,694 49.5% 2,040 108.2% 6,733 59.2%

1,935 45 1,980 25 2,005

906 46.8% 35 77.8% 941 47.5% 22 88.0% 964 48.1%

11,032 432 11,464 1,910 13,375

5,333 48.3% 302 69.9% 5,635 49.2% 2,062 108.0% 7,697 57.5%

1,109 218 834 55 145

1,538 138.7% 222 101.8% 1,047 125.5% 47 85.5% 90 62.1%

148 14 107 3 15

202 136.5% 20 142.9% 134 125.2% 3 100.0% 8 53.3%

31 2 22 0.04 3

41 132.3% 3 150.0% 27 122.7% 0.03 75.0% 1 33.3%

179 16 129 3 17

243 135.8% 23 143.8% 161 124.8% 3 100.0% 10 58.8%

     ３　「簡易な接触」の件数には、更正の請求等に基づく減額更正や添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。

　　 ５　実地調査の件数は、所得税と消費税の実地調査件数である。

　　 ４　追徴税額（本税）には、復興特別所得税額を含む。

所得金額

8

追
徴
税

額

本税 万円

9
加算
税

万円

7

一

件
当
た

り

申告漏れ
万円

10 計 万円

(注）１　令和２年７月から令和３年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。

　　 ２　上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。）。

4

追
徴
税

額

本 税 百万円

5 加 算 税 百万円

6 計 百万円

1 調 査 等 件 数 件

2
申 告 漏れ 等の

件
非 違 件 数

3
申 告 漏 れ

百万円

所 得 金 額

　　　　　　　　　　　　　区　分
　

項　目

実地調査

簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼 計
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（参考）譲渡所得の調査等の状況 
 所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、１千８百件（前事務年度１千４百件）

であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、１千４百件（同１千１百件）
となっています。申告漏れ所得金額（調査等の対象となった全ての年分の合計）は、
１０４億円（前事務年度８２億円）となっています。 

〇 譲渡所得の調査等の状況 

 

 

  

事務年度

　項　目

① 件 件 ％

　土地建物等

　株式等

② 件 件 ％

　土地建物等

　株式等

③ ％ ％ ポイント

　土地建物等

　株式等

④ 百万円 百万円 ％

　土地建物等

　株式等

⑤ 万円 万円 ％

　土地建物等

　株式等

(注)１　土地建物等は、土地建物（分離課税所得）及び金地金等（総合譲渡所得）である。

　　２　土地建物等は、課税年分ごとに１件としている。

570474 120.3

688876 78.5

1,4873,067 48.5

１ 件 当 た り 申 告
漏 れ 所 得 金 額

（ ④ ／ ① ） 584572 102.1

申 告 漏 れ 所 得 金 額
10,4268,192 127.3

8,9395,124 174.5

75.068.8 6.2

86.192.0 ▲ 5.9

186322 57.8

申 告 漏 れ 割 合
（ ② ／ ① ） 76.374.5 1.8

申 告 漏 れ 等 の
非 違 件 数 1,3621,066 127.8

1,176744 158.1

1,5691,081 145.1

216350 61.7

令和２事務年度令和元事務年度 対前事務年度

調 査 等 件 数
1,7851,431 124.7
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２ 消費税（個人事業者）の調査等の状況 
 
 
 
 
 
   調査件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況 

 実地調査の件数は、特別調査・一般調査が９百件（前事務年度３千１百件）、着眼
調査が６百件（同１千件）であり、合計１千５百件（同４千１百件）、このほか、
簡易な接触の件数は１万１千９百件（同５千１百件）となっています。 

 これらの調査等の合計件数は 1 万３千４百件（同９千２百件）であり、そのうち申
告漏れ等の非違があった件数は５千９百件（同５千５百件）となっています。 

 
   追徴税額（調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。）の状況 

 実地調査による追徴税額は、１３億円（同２８億円）であり、そのうち特別調査・
一般調査によるものは１１億円（同２６億円）、着眼調査によるものは１億円  
（同１億円）となっています。 

なお、実地調査による追徴税額を１件当たりでみると、８５万円（同６７万円）と
なっており、前事務年度に比べ増加しています。 
 また、簡易な接触による追徴税額は６億円（同９千万円）となっており、調査等合

計では１９億円（同２９億円）となっています。 
〇 消費税（個人事業者）の調査等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響もあり実地調査の件数は大幅に減少したが、無申告等の調査を重点
的に実施することにより、１件当たりの追徴税額は増加 

〇 文書等による接触方法を積極的に組み合わせることにより、簡易な接触による追徴税額は増加 

対前年比 対前年比 対前年比 対前年比 対前年比

3,085 1,021 4,106 5,098 9,204

898 29.1% 607 59.5% 1,505 36.7% 11,859 232.6% 13,364 145.2%

2,584 723 3,307 2,164 5,471

798 30.9% 466 64.5% 1,264 38.2% 4,611 213.1% 5,875 107.4%

2,151 116 2,267 74 2,341

923 42.9% 113 97.4% 1,036 45.7% 585 790.5% 1,620 69.2%

479 25 504 17 521

212 44.3% 31 124.0% 243 48.2% 23 135.3% 266 51.1%

2,630 141 2,771 91 2,862

1,134 43.1% 144 102.1% 1,279 46.2% 607 667.0% 1,886 65.9%

70 11 55 1 25

103 147.1% 19 172.7% 69 125.5% 5 500.0% 12 48.0%

16 2 12 0.3 6

24 150.0% 5 250.0% 16 133.3% 0.2 66.7% 2 33.3%

85 14 67 2 31

126 148.2% 24 171.4% 85 126.9% 5 250.0% 14 45.2%

(注）１　 令和２年７月から令和３年６月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。

　　 ２　 上段は、前事務年度の計数である。

     ３　「簡易な接触」の件数には、更正の請求等に基づく減額更正や添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。

万円

7
加算

税
万円

8 計 万円

5 計 百万円

6

一
件
当
た

り

追
徴

税
額

本税

1 調 査 等 件 数 件

2
申 告 漏 れ 等の

件
非 違 件 数

3

追
徴
税

額

本 税 百万円

4 加 算 税 百万円

特別・一般 着眼 計

　　　　　　　         　区　分

　
項　目

実地調査

簡易な接触 調査等合計
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 有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な個人、海外投資等を

積極的に行っている個人など、「富裕層」に対して、資産運用の多様化・国際化が進

んでいることを念頭に積極的に調査を実施しています。 
 

 令和２事務年度においては、３０１件（前事務年度５８３件）実地調査（特
別・一般）を実施しました。 

 
 １件当たりの申告漏れ所得金額は１，０５６万円（同１，５６７万円）となっ

ており、申告漏れ所得金額の総額は３２億円（同９１億円）に上ります。 
 

 １件当たりの追徴税額は２７３万円（同４９５万円）で、所得税の実地調査
（特別・一般）全体の２４３万円（同１７９万円）に比べ１．１倍となってい
ます。また、追徴税額の総額は８億円（同２９億円）に上ります。 

 
 海外投資等を行っている「富裕層」に対しては、１件当たりの追徴税額は  

２９９万円（同５１５万円）で、所得税の実地調査(特別・一般)全体の２４３ 
万円（同１７９万円）に比べ１．２倍となっています。 

〇 「富裕層」に対する調査状況 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 海外投資等をした「富裕層」に対する調査事績 
   

 

 

 

 
 
 
 
 

Ⅱ トッピクス（主な取組） 

事務年度等

項目 対前年比
元事務年度 ２事務年度

２事務年度　実地調査

（特別・一般）全体

2,192

申 告 漏 れ 等 の 非 違 件 数 件 514 257 50.0% 2,071

調 査 件 数 件 583 301 51.6%

5,333

申 告 漏 れ 所 得 金 額 百万円 9,138 3,179 34.8% 33,718

追 徴 税 額 百万円 2,886 823 28.5%

一
件
当
た
り

申 告 漏 れ
所 得 金 額

万円 1,567 1,056 1,538

追 徴 税 額 万円 495 273 55.2% 243

67.4%

事務年度等

項目 対前年比

追 徴 税 額 万円 515 299 58.1%

47.4%
一
件
当
た
り

申 告 漏 れ
所 得 金 額

万円 2,413 1,144

申 告 漏 れ 所 得 金 額 百万円 2,871 778 27.1%

追 徴 税 額 百万円 612 203 33.2%

申 告 漏 れ 等 の 非 違 件 数 件 105 65 61.9%

調 査 件 数 件 119 68 57.1%

元事務年度 ２事務年度
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 経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるととも

に、海外投資を行っている個人や海外資産を保有している個人などに対して、国外送

金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度のほか、ＣＲＳ情報（共

通報告基準に基づく非居住者金融口座情報）などを効果的に活用し、積極的に調査を

実施しています。 
 

 令和２事務年度においては、１６８件（前事務年度３９７件）実地調査（特別・
一般）を実施しました。 

 
 １件当たりの申告漏れ所得金額は、１，７１０万円（同１，６８３万円）となっ

ており、所得税の実地調査（特別・一般）全体の１，５３８万円（同１，１０９
万円）に比べ１．１倍となっています。また、申告漏れ所得金額の総額は２９億
円（同６７億円）に上ります。 

 
 １件当たりの追徴税額は３１４万円（同３０９万円）で、所得税の実地調査（特

別・一般）全体の２４３万円（同１７９万円）に比べて１．３倍となっています。
また、追徴税額の総額は５億円（同１２億円）に上ります。 

 

〇 海外投資等を行っている個人に対する調査状況 
  

 

 

 

 

 

 

 

〇 取引区分別の調査状況 

                       

 

 

 

 

 
(注) （ ）内の数値は構成比 

(参考） 

１ 輸出入・・・事業に係る売上及び原価に係る取引で、海外の輸出（入）業者との契約による取引をいう。 

２ 役務提供・・・工事請負、プログラム設計など海外において行う、労力、技術等の第三者に対するサービスの提供をいう。 

３ 海外投資・・・海外の不動産、証券などに対する投資（預貯金等の海外での蓄財を含む。）をいう。 

４ その他・・・海外で支払いを受ける給与など、１～３に該当しない取引等をいう。 

【１件当たりの申告漏れ所得金額】 

事務年度等

項目 対前年比

1,538

追 徴 税 額 万円 309 314 101.6% 243

101.6%
一
件
当
た
り

申 告 漏 れ
所 得 金 額

万円 1,683 1,710

5,333

申 告 漏 れ 所 得 金 額 百万円 6,680 2,872 43.0% 33,718

追 徴 税 額 百万円 1,229 527 42.9%

2,192

申 告 漏 れ 等 の 非 違 件 数 件 362 162 44.8% 2,071

調 査 件 数 件 397 168 42.3%

元事務年度 ２事務年度
２事務年度　実地調査

（特別・一般）全体
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 インターネット上のプラットフォームを介して行うシェアリングエコノミー等新分

野の経済活動（注）に係る取引を行っている個人に対しては、資料情報の収集・分析

に努め、積極的に調査を実施しています。 

 令和２事務年度においては、１４４件（前事務年度１８５件）実地調査（特別・
一般）を実施しました。 

 
 １件当たりの申告漏れ所得金額は、２，０６８万円（同２，６４７万円）と      

なって おり 、所 得税の実 地調 査（ 特別・一 般） 全体 の １，５３８万円      
（同１，１０９万円）に比べ１．３倍となっています。また、申告漏れ所得金額
の総額は３０億円（同４９億円）に上ります。 

 
 １件当たりの追徴税額は４４７万円（同８９０万円）で、所得税の実地調査（特

別・一般）全体の２４３万円（同１７９万円）に比べ１．８倍となっています。
また、追徴税額の総額は６億円（同１６億円）に上ります。 

(注)  シェアリングエコノミー等新分野の経済活動とは、シェアリングビジネス・サービス、暗号資産(仮想通貨)取引、ネット広告(アフィリエイト等)、 
デジタルコンテンツ、ネット通販、ネットオークションその他新たな経済活動を総称した経済活動のことをいいます。 

 

〇 シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に係る取引を行っている個人に対する調査状況  

 

 

 

 

 

 

 

〇 取引区分別の調査状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１件当たりの申告漏れ所得金額】 

(参考）主な取引例 
１ シェアリングビジネス・・・民泊、カーシェアリング、クラウドソーシングなど 
２ デジタルコンテンツ・・・アプリ制作・配信、有料メルマガなど 
３ ネット通販等・・・ネット通販、ネットオークション、ドロップショッピングなど 

４ ネット広告・・・アフィリエイトなど 
５ ネットトレード・・・ＦＸなどのネットトレード、暗号資産など 

６ その他・・・１～５に該当しない新分野の経済活動に該当する取引 

(注) （ ）内の数値は構成比 

事務年度等

項目 対前年比

1,538

追 徴 税 額 万円 890 447 50.2% 243

78.1%
一
件
当
た
り

申 告 漏 れ
所 得 金 額

万円 2,647 2,068

5,333

申 告 漏 れ 所 得 金 額百万円 4,897 2,978 60.8% 33,718

追 徴 税 額百万円 1,647 643 39.0%

2,192

申 告 漏 れ 等の 非違 件 数 件 172 140 81.4% 2,071

調 査 件 数 件 185 144 77.8%

元事務年度 ２事務年度
２事務年度　実地調査

（特別・一般）全体
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 無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感

をもたらすこととなるため、的確かつ厳格に対応していく必要があります。こうした

無申告者に対しては、更なる資料情報の収集及び活用を図るなどして、実地調査のみ

ならず、簡易な接触も活用し積極的に調査を実施しています。 
 
   ＜所得税無申告者に対する調査状況＞ 

 令和２事務年度においては、６４３件（前事務年度１，４５４件）実地調査（特
別・一般）を実施しました。 

 
 １件当たりの申告漏れ所得金額は、２，０５９万円（同１，６８８万円）で、所

得税の実地調査（特別・一般）全体の１，５３８万円（同１，１０９万円）に比
べ１．３倍となっています。また、申告漏れ所得金額の総額は１３２億円（同  
２４５億円）に上ります。 

 
 １件当たりの追徴税額は２１４万円（同１５７万円）で、追徴税額の総額は１４

億円（同２３億円）に上ります。 
 

＜消費税無申告者に対する調査状況＞ 
 令和２事務年度においては、４１６件（同９９７件）実地調査（特別・一般）を

実施しました。 
 

 １件当たりの追徴税額は、１７６万円（同１４８万円）で、消費税の実地調査（特
別・一般）全体の１２６万円（同８５万円）に比べ１．４倍となっています。ま
た、追徴税額の総額は７億円（同１５億円）に上ります。 

〇 所得税無申告者に対する調査状況 
 

 

 

 

 

 

 

〇 消費税無申告者に対する調査状況 
 

 

 

事務年度等

項目 対前年比

1,538

追 徴 税 額 万円 157 214 136.3% 243

122.0%

1,378 60.4%

一
件
当
た
り

申 告 漏 れ
所 得 金 額

万円 1,688 2,059

5,333

2,192

申 告 漏 れ 所 得 金 額 百万円 24,539 13,239 54.0% 33,718

調 査 件 数 件 1,454 643 44.2%

追 徴 税 額 百万円 2,283

元事務年度 ２事務年度
２事務年度　実地調査

（特別・一般）全体

事務年度等

項目 対前年比

898

元事務年度 ２事務年度
２事務年度　実地調査

（特別・一般）全体

調 査 件 数 件 997 416 41.7%

126

追 徴 税 額 百万円 1,476 732 49.6% 1,134

１ 件 当 た り 追 徴 税 額 万円 148 176 118.9%
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Ⅲ 参考計表 
〇 事業所得を有する個人の１件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位１０業種 

 

 

順　位 業 種 目
1 件 当 た り の 申 告
漏 れ 所 得 金 額

１ 件 当 た り の 追 徴
税 額 （ 含 加 算 税 ）

前年の順位

位 万円 万円 位

1 機 械 器 具 、 部 品 修 理 3,214 619 10

2 内 科 医 2,896 1,095 -

3 不 動 産 代 理 仲 介 2,549 861 -

4 プ ロ グ ラ マ ー 2,323 487 -

5 冷 暖 房 設 備 工 事 2,312 404 6

6 社 会 保 険 労 務 士 2,243 623 -

7 機 械 部 品 受 託 加 工 2,080 200 7

8 一 般 貨 物 自 動 車 運 送 1,812 251 9

9 ガ ラ ス 工 事 1,801 254 -

10 特 定 貨 物 自 動 車 運 送 1,747 199 -

（注）　上記の調査事績は、特別調査及び一般調査に基づくものである。
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（付表）

 

　（単位：万円）

 業種目 金額  業種目 金額  業種目 金額  業種目 金額  業種目 金額

1 風 俗 業 1,779 風 俗 業 3,443 キ ャ バ レ ー 2,423 キ ャ バ レ ー 1,820 キ ャ バ レ ー 1,926

2 キ ャ バ レ ー 1,729 キ ャ バ レ ー 1,795 風 俗 業 2,093 バ ー 1,323 ダ ン プ 運 送 1,086

3 生命保険外交員 1,330 解 体 工 事 1,388 貨物軽車両運送 1,029 冷暖房設備工事 1,247 特定貨物自動車運送 1,040

4 和生菓子製造小売業 1,279 生命保険外交員 1,374  小売業・家庭電気器具 919 人 材 派 遣 業 1,096 防 水 工 事 1,028

5 人 材 派 遣 業 1,108 特定貨物自動車運送 943 人 材 派 遣 業 889 ダ ン プ 運 送 1,039 冷暖房設備工事 942

6 産 婦 人 科 医 1,038 バ ー 942 バ ー 783 小売業 ・自 動車 963 人 材 派 遣 業 887

7 く ず 金 卸 売 業 976 冷暖房設備工事 931 自動車板金塗装 761 特定貨物自動車運送 915 焼 肉 872

8 切 花 小 売 業 969 一般貨物自動車運送 906 酒 場 750 一般貨物自動車運送 866 解 体 工 事 850

9 バ ー 912 焼 肉 902 冷暖房設備工事 748 ス タ ン ド バ ー 844 バ ー 837

10 機械器具、部品修理 863 溶 接 業 898 理 髪 729 司法書士、行政書士 832 塗 装 工 事 820

 業 種 目 金額  業 種 目 金額  業 種 目 金額  業 種 目 金額  業 種 目 金額

1 キ ャ バ レ ー 1,613 不動産代理仲介 4,626 貨物軽車両運送 1,595 卸売業・くず金、くず鉄 1,635 機械器具・部品修理 3,214

2 防 水 工 事 1,147 キ ャ バ ク ラ 3,533 土 木 工 事 1,036 宅 配 1,556 内 科 医 2,896

3 小売業 ・自 動車 1,067 商品販売外交員 1,463 特定貨物自動車運送 1,033 人 材 派 遣 業 1,546 不動産代理仲介 2,549

4 人 材 派 遣 業 1,059 人 材 派 遣 業 1,461 と び 工 事 967 貨物軽車両運送 1,514 プ ロ グ ラ マ ー 2,323

5 製 図 設 計 士 1,004 機械器具・部品修理 1,195 機械部品受託加工 938 ダ ン プ 運 送 1,502 冷暖房設備工事 2,312

6 特定貨物自動車運送 918 バ ー 1,142 一 般 海 面 漁 業 933 冷暖房設備工事 1,462 社会保険労務士 2,243

7 建設、設備工事労務者 826 理 髪 1,029 建設、設備工事労務者 927 機械部品受託加工 1,428 機械部品受託加工 2,080

8 小売業・コンビニエンスストア 817 ス ナ ッ ク 1,023 人 材 派 遣 業 905 型 枠 工 事 1,390 一般貨物自動車運送 1,812

9 学 習 塾 経 営 814 焼 肉 986 防 水 工 事 888 一般貨物自動車運送 1,383 ガ ラ ス 工 事 1,801

10 一般貨物自動車運送 767 す し 956 外 構 工 事 872 機械器具・部品修理 1,379 特定貨物自動車運送 1,747

2事務年度

順
位

23事務年度 24事務年度 25事務年度 26事務年度 27事務年度

順
位

28事務年度 29事務年度 30事務年度 元事務年度


